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問
合
先

下呂市役所税務課  8:30 ～ 17:15　 ☎ 24-2222（内線 139）

◆所得税の確定申告に関することは
高山税務署  8:30 ～ 17:00　 ☎ 0577-32-1020
（電話は自動音声により案内されます）
◆市・県民税の申告に関することは

申告と納付の期限を守りましょう

▶所得税　3 月 15 日（金）
▶贈与税　3 月 15 日（金）
▶消費税　4 月 1 日（月）
※贈与税の申告相談などの問い合わせは税務署へ

配偶者控除とは？
　生計を一にする配偶者（法律上婚姻関係にある相手方）
の合計所得金額が 38万円以下の場合、納税義務者本人の
総所得金額などの合計額から所得控除が受けられます。
この控除のことを配偶者控除といいます。

配偶者特別控除とは？
　納税義務者本人の所得が一定以下であれば、配偶者の合
計所得金額が 38万円を超えた場合でも納税義務者本人の
総所得金額などの合計額から段階的な所得控除が受けられ
ます。この控除のことを配偶者特別控除といいます。

配偶者（特別）控除

■配偶者控除
配偶者控除における、納税義務者本人の所得制限が定められました。
納税義務者本人の合計所得額 900万円超から控除額が減少し、1000万円を超えると控除適用外となりました。

■配偶者特別控除
配偶者控除と同様、納税義務者本人の合計所得金額が 900万円超から控除額が減少し、1000万円を超えると控除適
用外となりました。また、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、適用範囲が配偶者の合計所得金額 123万円以
下に拡大されました。※下表参照

〈配偶者が給与収入のみの場合〉
●これまで、配偶者特別控除の対象となるのは、配偶者の年収が 141万円未満（所得 76万円未満）の場合でしたが、
　改正により年収 201万円（所得 123万円）以下まで対象が拡大されました。
●配偶者の年収が 150万円（所得 85万円）までは、満額 38万円の控除が受けられます。

どう変わったの？

所得税の確定申告と市・県民税の
申告受付がはじまります

平成 30年分所得から大きく変わります
～配偶者控除と配偶者特別控除～

平成 31年度の個人住民税（平成 30年分の所得税）から適用されます。

受付期間　2月 18日（月）   ～   3月 15日（金） ※詳細は、本紙の挟み込みチラシをご覧ください。

配偶者の所得金額
納税義務者の合計所得金額

900 万以下 900 万超～ 950 万以下 950 万超～ 1000 万以下
所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税

配偶者控除 38 万以下
70 歳未満 38 万 33 万 26 万 22 万 13 万 11 万

70歳以上（老人） 48 万 38 万 32 万 26 万 16 万 13 万

配偶者特別控除

38万超 85 万以下 38 万 33 万 26 万 22 万 13 万 11 万
85 万超 90 万以下 36 万 33 万 24 万 22 万 12 万 11 万
90 万超 95 万以下 31 万 31 万 21 万 21万 11 万 11 万
95 万超 100 万以下 26 万 26 万 18 万 18 万 9万 9万
100 万超 105 万以下 21 万 21 万 14 万 14 万 7万 7万
105 万超 110 万以下 16 万 16 万 11 万 11 万 6万 6万
110 万超 115 万以下 11 万 11 万 8万 8万 4万 4万
115 万超 120 万以下 6万 6万 4万 4万 2万 2万
120 万超 123 万以下 3万 3万 2万 2万 1万 1万
123 万超 対象外
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お
め
で
と
う
（
敬
称
略
）

第
15
回
お
米
日
本
一
コ
ン
テ
ス
ト
ｉ

ｎ
し
ず
お
か
受
賞

【
12
月
８
日　

静
岡
県
】

▽
特
別
最
高
金
賞
・
曽
我
康
弘
（
合

資
会
社
源
丸
屋
フ
ァ
ー
ム
）
▽
品
種

賞
・
曽
我
康
弘
（
合
資
会
社
源
丸
屋

フ
ァ
ー
ム
）
▽
金
賞
・
曽
我
康
弘
（
合

資
会
社
源
丸
屋
フ
ァ
ー
ム
）

第
12
回
あ
な
た
が
選
ぶ
日
本
一
お
い

し
い
米
コ
ン
テ
ス
ト
受
賞

【
12
月
１
日　

山
形
県
】

▽
プ
レ
ミ
ア
ム
部
門
優
良
金
賞
・
長

瀬
裕
文
（
銀
の
朏
生
産
組
合
）

　

人
権
擁
護
委
員
は
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
た
民
間
の
人
で
、
法
務
局

の
職
員
と
一
緒
に
人
権
相
談
や
人
権

啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
市
内
で
は
12
人
の
人
権
擁
護

委
員
の
皆
さ
ん
が
活
躍
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

１
月
９
日
に
は
委
嘱
式
が
行
わ

れ
、
再
任
と
な
る
人
へ
委
嘱
状
が
交

付
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
平
成
31
年

１
月
１
日
か
ら
３
年
間
で
す
。

　
　
　
　
　
　
【
市
民
活
動
推
進
課
】

▲市長より人権擁護委員の委嘱を受け
　る上野さん=森、下呂庁舎市長室

【
再
任
】　

上
野
久
美
子
さ
ん
（
下
呂
）

▽
在
任
期
間　

　

２
期
目（
平
成
27
年
10
月
１
日
～
）

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

第
37
回
全
国
都
道
府
県
対
抗
女
子
駅

伝
競
走
大
会
出
場

【
１
月
13
日　

京
都
府
】

▽
細
江
美
玖
（
関
西
外
国
語
大
１

年
）、上
村
莉
沙（
益
田
清
風
高
１
年
）

第
24
回
全
国
都
道
府
県
対
抗
男
子
駅

伝
競
走
大
会
出
場

【
１
月
20
日　

広
島
県
】

▽
安
田
響
（
神
奈
川
大
１
年
）、
熊

﨑
貴
哉
（
高
山
西
高
２
年
）、
石
丸

朋
弥
（
金
山
中
３
年
）

※
全
国
大
会
な
ど
に
出
場
す
る
選
手
・
団
体

に
対
し
て
激
励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
民
活

動
推
進
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


